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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 

地層処分技術ＷＧ 第９回会合 

 

日時 平成26年12月８日（月）18：00～19：57 

場所 経済産業省 本館17階 国際会議室 

議題 （１）地層処分技術ＷＧの進め方について 

 

○小林放射性廃棄物等対策室長 

 定刻になりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原子力

小委員会第９回地層処分技術ワーキンググループを開催いたしたいと思います。 

 本日はご多忙のところ、また夕刻の遅い時間の設定にもかかわらず、多数の委員の皆様にご参

加いただきまして、誠にありがとうございます。 

 まず、審議に先立ちまして、委員の選任についてご紹介をさせていただきます。お手元の委員

名簿をご覧いただければと思います。 

 今回、新たに３名の方に委員としてご参加いただくことになってございます。 

 東京都立大学客員教授/電力中央研究所上席研究員の蛯沢勝三委員、電力中央研究所首席研究

員の三枝利有委員、それから、防災科学技術研究所研究員の谷和夫委員のお三方でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、一部の委員の方々におかれましては任期が本年10月末までで切れてございましたけ

れども、安井原子力小委員会委員長の指名による選任を経て再任手続を完了してございますので、

あわせてご報告をさせていただきます。 

 なお、５月までご参加いただいておりました遠藤委員及び田所委員におかれては、一身上のご

都合により今回以降のご参加を辞退されてございます。あわせてご報告させていただきます。 

 また、本日は遠田委員がご都合によりご欠席でございます。 

 それから、オブザーバーとして、原子力発電環境整備機構の梅木理事、出口部長、電気事業連

合会の菅原副部長、中井本部長代理、及び日本原子力研究開発機構の宮本部長、梅田グループリ

ーダーにもご参加をいただいてございます。あわせてご報告させていただきます。 

 次に、本日お配りした配布資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の資料をごら

んください。順に、議事次第、委員名簿、資料１「会議の公開について」、資料２「地層処分技

術ＷＧの今後の進め方について」、資料３「科学的有望地の検討における安全性確保の観点から

の要件の候補」をお配りしてございます。また、参考資料といたしまして席上のみ、地層処分技
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術ＷＧの５月の中間取りまとめをお配りさせていただいてございます。 

 資料に過不足がございましたら、事務局にお申しつけいただければと思います。 

 また、本ワーキンググループの会議の公開について一言申し上げます。お目通しいただきまし

た資料１に書いてございますように、これまでと同様に公開で行うと共にインターネット中継も

合わせて実施することとしてございます。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、杤山委員長に以後の議事進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたしま

す。 

○杤山委員長 

 杤山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、今回のワーキンググループの議論の再開に当たりまして、簡単にご挨拶させていただき

ます。 

 今般、放射性廃棄物ワーキングのほうから、技術的な観点からの科学的有望地の要件・基準の

検討の要請を受け、今回、地層処分技術ワーキングを再開することとなりました。本年５月の中

間取りまとめでは、日本において地層処分が成立する見込みがあることを議論すべく、回避すべ

き範囲について議論を行いました。今回は地下のみならず操業時も含め回避すべき要件を改めて

議論するとともに、好ましい要件についても議論するということで、より幅広い議論が必要とな

ります。非常に難しい問題ではございますが、皆様のご協力を得ながらしっかりと議論していき

たいと考えております。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 まず、お手元の議事次第に従って進めてまいります。 

 本日の議題ですが、「地層処分技術ＷＧの進め方について」となっております。 

 なお、終了予定は20時を念頭に置いております。議事運営に当たっての委員各位のご協力をど

うぞよろしくお願いいたします。 

 議事を開始したいと思います。 

 まず事務局から、資料２「地層処分技術ＷＧの今後の進め方について」に基づき、ご説明をお

願いいたします。 

○小林放射性廃棄物等対策室長 

 ありがとうございます。それでは少しお時間を頂戴いたしまして、私のほうから、資料２「地

層処分技術ＷＧの今後の進め方について」を使い、今般のワーキンググループ再開に至った経緯

を中心にご説明をさせていただきたいと思います。 

 １ページ目でございます。これまでの経緯というページでございますけれども、こちらのワー
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キンググループで昨年から議論をしていただいていたわけでございまして、それと並行して、政

府の方では、最終処分に関する政策の見直しということを閣僚レベルないし閣議レベルで進めて

まいりました。ちょうど１年前、昨年の12月には政府として最終処分関係閣僚会議というものを

立ち上げまして、大まかな見直しの方向性を決定したところでございます。 

 一番上の四角でございますけれども、丸が４つ書いてございます。駆け足で説明をいたします

けれども、現世代の責任として、地層処分を前提に取り組みを進めると。しかしながら、２つ目

でございますが、将来世代が最良の処分方法を再選択できるように、可逆性・回収可能性を担保

すると。３つ目でございますけれども、そうしたことを前提にしつつですけれども、国として、

国がより適性が高いと考えられる地域（科学的有望地）を提示し、国民のご理解を深めた上で、

重点的な理解活動を行って、やがては複数地域に対して調査の実施について申し入れを行うと。

それから４つ目でございますけれども、そうした処分地選定プロセスと並行しまして、代替処分

オプションの調査・研究等も進めると、こういったことを関係閣僚会議で確認をし、決定をした

ということでございます。 

 それを踏まえまして、２つ目の箱でございますが、本年の４月にエネルギー基本計画というこ

とで、エネルギー政策全体の基本的な方針を閣議決定した際に、あわせまして今ご説明した各点

を決定したということでございます。 

 それと並行しまして、放射性廃棄物ワーキンググループのほうでは、今申し上げたような方針

に沿いまして、今後の取り組み、それから推進体制の改善策等をご議論いただいてございます。 

 また、こちらの地層処分技術ワーキンググループでは、並行いたしまして、右のほうに書いて

ございますけれども、地層処分に好ましい地層環境及びその長期安定性が確保できる場所が我が

国において選定可能であるかどうかということを、3.11の経験も踏まえまして改めて確認いただ

いたということでございます。 

 その後、こちらのワーキンググループのほうは一時開催を中断してございましたけれども、政

府としては先ほど申し上げた最終処分関係閣僚会議これを今年の９月にもう一度開催いたしまし

て、今後の進め方ということを閣僚レベルで確認、決定してございます。 

 大きく２つ白丸で書いてございますけれども、冒頭、昨年12月ということでご説明しました科

学的有望地の提示、国が提示をするということでございますけれども、こちらの要件であるとか

基準であるといったことについて、総合資源エネルギー調査会のほうで議論を深めてほしいとい

うことが１点目でございます。こちらの最終処分関係閣僚会議での決定を踏まえまして、昨年10

月から放射性廃棄物ワーキンググループの方を先行して再開をいたしまして、そもそもその科学

的有望地をどういうふうに定義したらいいのか、全体の中でどのような位置付けをとったらいい
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のか、要件・基準等を考えていく上でどういう観点からどういう事項について確認をしていくこ

とが望ましいんだろうかというような議論を進めてきたところでございます。この点は後でもう

一度具体的に触れさせていただきます。 

 もう一点でございますけれども、関係閣僚会議では特にこの有望地の選定、提示ということを

していくに当たっては、これがどういったものだということを国民によくご理解いただくことも

大変大事でございますけれども、あわせて地方自治体にしっかり理解をしていただくということ

が大事だということでございまして、緊密に情報提供を行い、丁寧な対話を重ねていくというこ

とが大事だといったようなことも確認した経緯でございます。 

 めくっていただきまして、今申し上げました処分地選定プロセスの見直し、昨年12月で幾つも

のことを決めてございますけれども、特に科学的有望地の関係でございますと、図示しますとこ

のような形ということで、参考でつけさせていただいております。右側がこれまでの法定の文献

調査以降のプロセスでございますけれども、文献調査に一足飛びに入るのではなくて、左側に３

つ箱が書いてございますけれども、新しいプロセスを追加して、最終処分に関する国民的な認

識・理解というのをしっかり醸成していくべきであると。それに関しまして、特に日本の中でど

ういうところの土地にどういう適性があるのかというようなことを、国のほうでマッピングをし

てお示しをしていくということが、その後の国民理解、理解活動にスムーズにつながっていくの

ではないかということで、そうしたプロセスを追加したということでございます。 

 駆け足で恐縮ですけれども、もう一度めくっていただきまして、先ほど先行して再開したとい

うふうにご紹介申し上げた放射性廃棄物ワーキンググループでの再開後の議論で確認をした点で

ございます。字が大変多く、短い時間での説明になって恐縮ですけれども、有望地の意義・目的

ということで申しますと、既に私のほうでご説明したことと重複しますが、１つ目のポツを見て

いただきますと、まずその安全性の確保の観点から相対的に適性の低い地域をあらかじめ調査対

象から除外するというようなことに、この有望地の議論が資するということが一つ確認されたこ

とでございます。それからまた、そうしたことを、この有望地の提示ということをもって国民・

地域の理解を得ていくということでございまして、２つ目は広く全国の国民・地域に理解をして

もらうんだと。それから、３つ目のポツについては、特に有望地が含まれる地域にその問題をよ

く認識・理解してもらう契機・材料とすることによって、重点的な理解活動にもつなげていくと

いうことを確認しております。 

 下半分に有望地の定義というふうに書いてございます。今までの説明と重複するところが幾つ

かございますので確認的なところだけ２点ほど説明をさせていただきますけれども、１つ目が、

これは法令に基づく処分地選定調査、文献調査以降の３段階調査がございますけれども、それを
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する前段階のものとして国民理解、地域理解を促進することを目的としてやるんだというのが一

つでございます。それからもう一つは、こちらのほうでもよくご議論いただければと思いますけ

れども、全国規模で体系的に整備された現時点で一般的に入手可能な文献・データというものに

基づいて提示をしていくべきではないかということが、放射性廃棄物ワーキンググループのほう

では議論されたところでございます。その意味するところは、少し敷衍しますと、全国には様々

なデータが存在すると思いますけれども、先ほどご紹介したような目的で考えていきますと、そ

の後の多段階調査もあるということを踏まえますと、全国に理解をしていただくような契機とし

ての材料は、全国規模で体系的に整備されたデータをこの段階では使うというふうにしておくこ

とが適切ではないかと、個別のローカルデータまでどこまで踏み込むかという観点からしますと、

そういうような整理が一度、廃棄物ワーキンググループのほうでされたということでございます。 

 それから、今ご紹介したようなことは、廃棄物ワーキンググループの方でも現時点での整理と

いうことでございまして、こちらの技術ワーキンググループの方での議論、それから廃棄物ワー

キンググループでの議論を踏まえまして、この全体がこうしたことで適当かどうかということに

ついては、必要があれば見直していくというようなフレキシビリティーを残した格好での議論と

なってございます。 

 めくっていただきまして、先ほど杤山委員長からも廃棄物ワーキンググループからの要請があ

ったということでお話がありましたけれども、向こうのワーキンググループからは、これから有

望地の要件・基準というものを検討していくに当たって、特に技術的な事項についてはこちらの

地層処分技術ワーキンググループにお集まりのそれぞれの専門家の方々にご検討いただくことが

適当であろうということで、ぜひそういうことをしていただきたいというリクエストが来ている

ということでございます。 

 その際に２つほど、この括弧書きに入れたところでございますけれども、技術的観点からの検

討ということをまずしていただきたいということでございますけれども、それぞれの専門性を超

えるような、こちらのワーキングでは検討が適当でないような部分があれば、それはそれで廃棄

物ワーキンググループのほうにフィードバックをして、先方のほうでより検討することが適当な

事項というものがあるかどうかというようなことを、こちらにフィードバックしてほしいという

ことが一つでございます。 

 それから、もう一つ、２つ目の黒丸、「その際」というところでございますけれども、５月の

中間取りまとめで一度、その地質環境特性及び長期安定性の確保ということについてご議論いた

だきました。その、特に回避すべき要件といったようなことにつきまして、それは当時の日本に

おける処分地選定の可否というようなことでご検討いただいたその観点からの要件というものを
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一度ご議論いただいて、５月で中間取りまとめしていただいたわけでございますけれども、それ

を超えて、今回は有望地の提示という新しい目的のもとで照らしたときに、より好ましいといっ

たような形で積極的に評価するようなことが可能な事項があるかどうかということも、ぜひ検討

してほしいというふうにリクエストが来ているところでございます。 

 それから最後の黒丸、１、２、３というふうに３つ並んでございますけれども、安全性の重視、

それからその後の有望地提示はまだ本当の最初の段階ということでございまして、その後の多段

階プロセスがあるということを踏まえたわかりやすい全体像の提示。それから、言わずもがなか

もしれませんけれども、このプロセス全体の透明性の確保、それから将来的な検証可能性の確保

といったようなこと、これはこちらのワーキングでも独立してご判断いただければよいことでは

ございますけれども、先方の廃棄物ワーキンググループからは、両ワーキンググループでの共有

のそのプリンシプルとして、留意事項として確認ができたらということでリクエストが来ている

ということでございます。 

 おめくりいただきまして、廃棄物ワーキンググループのほうからは、次のような手順で検討を

いただいたらよろしいのではないかということで、提案がこちらのほうに来てございます。 

 １つ目の箱、２つ目の箱、３つ目の箱というふうに見ていただければと思うんですけれども、

まず１つ目の箱に、一番上でございますけれども、求められる地質環境特性及びその長期安定性

の確保に影響を与える事項ということで、５月までのこのワーキングでまさに議論いただいてい

たことが主な対象になろうと思いますけれども、それが①でございます。 

 それから②、それは５月までの間には特に意識して議論されてこなかったと理解してございま

すけれども、地層処分事業が長期にわたるということで考えますと、操業時の安全性の確保に影

響を与えるようなものも、①、②あわせて、安全性に影響を与える事項として改めてその回避す

べき要件・基準というものを検討してほしいというのが１つ目でございます。その結果として、

そうしたところは適性の、そうしたものに当てはまる地域は適性の低い地域として文献調査の対

象外にするということを明らかにしていくことが適当ではないかという議論でございます。 

 ２つ目の箱は、今申し上げた２つの事項につきまして、絶対に回避すべきというところまで言

わないにしても、何か具備しておくべき、備えていると好ましい要件と、先ほどの１つ前のペー

ジだと積極的に評価できるという表現を使ってございましたけれども、そうしたようなことがあ

れば、それをできるだけ洗い出してほしいということでございます。 

 それから最後の箱でございますけれども、③と書いてございますが、事業の実現可能性の確保

に影響を与える事項ということで、①、②とは観点が少し異なりますけれども、ＮＵＭＯの大規

模事業、長期にわたる、それから非常に国民負担も伴うような事業という性格に鑑みて、事業の
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実現可能性の確保に影響を与えるような事項として、回避すべき、もしくは好ましい要件・基準

というようなものがあれば、それも検討してほしいということでございます。そうしたことを踏

まえて、より適性が高い地域というものが見出すことができないだろうかということでございま

す。 

 この技術ワーキンググループで議論していただいて、このフレームワークそのもののファイン

チューンというようなものも、場合によっては廃棄物ワーキンググループのほうにフィードバッ

クしていくということもあるかもしれませんが、現段階においては先方からのリクエストは今申

し上げたような状況でございます。 

 長くなりましたが最後のページ、今後の進め方ということでございますけれども、今日もご議

論いただいた上でではございますけれども、今申し上げたような廃棄物ワーキンググループから

の要請を踏まえまして、具体的な要件・基準を技術的な根拠に基づきこちらで検討いただければ

と考えてございます。 

 今後の議題としては下半分に並べてございますけれども、まず本日、今ご説明していることに

加えまして、要件の候補案、それからその全国規模の文献・データの例といったことにつきまし

て、私に続きましてＮＵＭＯの方からご説明をしてご議論いただきたいと考えてございます。中

間取りまとめまでの間、ＮＵＭＯとして議論のたたき台を用意してきた経緯がございますので、

これまでの議論を振り返りつつ、それを踏まえた事実関係の整理ということで、たたき台を後ほ

どご紹介していただきたいと考えてございます。 

 その後でございますけれども、議論の熟度に応じて必要な回数というのは変わってくると思い

ますけれども、皆様のご意見を踏まえた要件の候補の案というものを、よろしければ次回以降検

討を深めまして、その上で、全体出てきましたら、処分地選定プロセスのどの段階でどれを検討

することが最も適当なのかということを全部並べてみた上での全体像の整理というようなことに

進んでいただくことが適当かなというふうに考えてございます。それを踏まえまして、全体が総

合的な検討ということで、こちらのそのワーキングとしての廃棄物ワーキングへのフィードバッ

クの内容というものを具体的に固めていただければと思ってございます。 

 最後、絵がついてございますけれども、最終アウトプットのイメージというふうに書いてござ

います。右の方に事前確認段階、文献調査、概要調査、精密調査と、縦のほうは回避すべき要件、

好ましい要件、以上が安全性に関することですが、さらに事業の実現可能性に係る要件と、こう

したようなことがマトリックスで一回整理するということが、とりあえずの目指していただきた

いところだと思ってございますけれども、これはすみません、最終という言葉はちょっと語弊が

あります。事務局で用意しておいて恐縮ですけれども、これを一回議論した上で、そもそもその
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廃棄物ワーキンググループないしその先にいる国民なり関心を持っている方に、どのような形で

提示をしていくことが誤解なく最も理解しやすい形になるのかということは、こちらの終盤のほ

うで改めてご検討いただいて、本当の意味での最後のアウトプットというものを固めていただけ

ればと思ってございます。 

 長くなりましたけれども、私からは以上でございます。 

○杤山委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、原子力発電環境整備機構、梅木理事より、ご説明をお願いします。 

○梅木原子力発電環境整備機構理事 

 ＮＵＭＯの梅木でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料３に基づきまして、科学的有望地の検討における安全性確保の観点からの要件の

候補ということでご説明を申し上げたいと思います。 

 めくっていただきまして１ページ目ですが、先ほどの小林室長のお話にもありましたけれども、

安全性を最優先にして科学的有望地の検討をご議論いただく上で、この検討に資するための回避

の要件の候補、あるいは好ましい要件の候補を検討いたしました。 

 安全性を確保する期間の長さの観点から申し上げますと、閉鎖後の非常に長期にわたる安全性

と、それから建設・操業時の安全性、この期間も数十年にわたりますけれども、安全性に大別し

て検討を行っております。 

 さらに地下空間領域、あるいは地上の敷地面積の確保も安全性にかかわるということで、これ

も取り上げております。 

 閉鎖後長期の安全性に関しましては、著しい影響を与える天然現象の回避、好ましい地質環境

要件、それから、あわせて人間侵入の回避といったようなことを検討する必要があります。 

 また、建設・操業時の安全性につきましては、地下施設の建設時の安全性でありますとか、地

上施設の操業時の安全性といったようなこと、あるいは輸送時の安全性といったようなことが検

討の対象となります。 

 次のページにいっていただきまして、具体的に埋設後長期の安全性と、それから建設・操業時

の安全性、２つの大きなくくりになります安全性に対して、具体的に要件の候補をどのように明

らかにしていったかという手続を２ページ目と３ページ目に書いてあります。 

 この全体的な流れといたしましては、まず回避すべき要件というものはどういうものか、それ

からその後、好ましいと考えられる要件というのはどういうものかという手順で検討を進めてお

ります。 
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 まず、２ページにあります埋設後長期の安全性ですけれども、この技術ワーキングの中間取り

まとめの中で、著しい影響を与える天然事象、回避の対象となる事象というのが明らかにされて

おります。それとともに好ましい地質環境というのも明らかにされております。それに加えまし

て、閉鎖後長期の安全性を考える上で、人間侵入でありますとか、地下空間の必要な空間領域と

いうものを、まず候補として挙げてあります。 

 この中から、真ん中のステップにいきまして科学的有望地選定要件の候補抽出の判断ですけれ

ども、まずワーキンググループで事前確認要件となっておりますものについて、全国規模の文献

の存在があるかどうかといったことで適用性を検討いたします。これに見合えば回避すべき要件

として候補を抽出する。それから、文献調査段階以降の回避要件というのもワーキンググループ

の中間取りまとめでまとめられておりますけれども、これにつきましても全国規模の文献の存在

とその適用性を検討して、こちらについては好ましい要件のほうに振り分けるということにして

おります。その中で特に事前確認要件の中で、全国規模の文献の存在していないものについても、

好ましい要件として取り上げるべきかどうかということをあわせて検討するという形にいたして

おります。 

 次のページにいきまして、３ページ目には同じように建設・操業時の安全性について、手順を

まとめてあります。ここは大きく４つ、地下施設建設時の安全性、地上施設操業時の安全性、地

上施設の敷地面積、それから輸送時の安全性ということで、これらにつきましては、まず地下施

設建設時の安全性として、第四紀未固結堆積物の回避要件というものについて、全国規模の文献

の存在を検討しております。それから、地上施設操業時の安全性につきましても、類似施設の安

全基準等から、設計対応が困難なものについては回避すべき要件のカテゴリーに入れて抽出する

という作業を行っております。そのほかのものにつきましては、基本的に好ましい要件の抽出の

検討ということで、同じように全国規模の文献の存在に基づく適用可能性を検討した上で、好ま

しい要件の候補を抽出するという手続を踏んでおります。 

 その次のページから、まず埋設後長期の安全性確保のための要件の候補ということで、この４

つの項目についてご説明いたします。 

 まず５ページですけれども、これはもう皆さん既にご承知のことと存じますが、安全性確保の

基本的考え方で、埋設後長期の安全性は、物理的隔離機能と閉じ込め機能の長期安定性によって

確保する、これはワーキンググループの中間取りまとめにも書かれていることでございます。こ

の際、物理的隔離機能に影響を与える要件として、火山・火成活動、隆起・侵食といった天然現

象に加えて、鉱物資源採掘による人間侵入といった人為事象を考える必要があると思います。 

 閉じ込め機能の観点からは、好ましい地質環境として、熱的環境、力学的な環境、水理、化学
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的な環境という形で整理されるということになります。こうした物理的隔離機能と閉じ込め機能

は段階的にサイト調査が進められまして、それに応じて設計をして安全性を担保した上で、安全

評価によって確認するという手続がとられます。 

 こうした考え方に基づきまして、中間取りまとめ等を参考に、以下検討を進めております。 

 ６ページ目には、まず天然現象等で著しい影響を与える事象ですけれども、これは中間取りま

とめのほうに閉じ込め機能の喪失に係る影響事象として、火山・火成活動、断層活動、隆起・侵

食、気候・海水準変動というものが挙げられております。 

 ７ページにいっていただきまして、こうした回避すべき対象として、範囲が明らかにされてお

りまして、ここにありますように黒塗りのひし形の項、例えば火山・火成活動でありますと一番

上の「個々の第四紀火山の位置を中心として半径15ｋｍの円の範囲」と書いてありますけれども、

そういったものは事前確認段階で回避するということが整理されております。そのほかのものは、

文献調査段階以降で回避するというようになっております。全てはご説明いたしませんけれども、

それぞれ４つの天然現象のカテゴリーに対して１個ずつ、ひし形のところで事前確認段階で回避

すべき事象というのが範囲として明らかにされております。 

 次に８ページ目ですけれども、こうしたことから、この科学的有望地選定に当たって回避すべ

き要件の候補としては、中間取りまとめで示されました事前確認段階で回避する範囲というもの

を考えることができるというふうに思われます。これは先ほどの７ページで説明したものをここ

に再掲いたしますけれども、４つの天然現象に対してこのような形で整理されております。 

 これに加え、物理的隔離機能を確保するという観点で、人間侵入を抑制するということが求め

られます。この可能性を低減するためには、経済的価値のある鉱物資源が存在する範囲は回避す

るということが必要となります。このことは最終処分法において概要調査地区選定段階の要件に

もなっております。このことから、鉱物資源についても科学的有望地選定に当たって回避すべき

要件の候補として考えることができるのではないかと思われます。 

 次に９ページ目ですが、今８ページで申し上げました回避すべき要件の候補について、全国規

模の文献・データの例をそこに示してあります。この中で２つ目、非火山性熱水・深部流体につ

いては、直接的にこれを示すデータは存在しておりません。しかし深層地下水データベースであ

りますとか全国地熱ポテンシャルマップといったようなものが、この関連では使える可能性があ

るということです。そのほかのものは、直接的に回避のために使うことが可能であろうと考えら

れる文献が存在しているということが言えると思います。 

 10ページにいっていただきまして、こうしたことから、全国レベルの文献の存在も念頭に置き

まして考えますと、科学的有望地選定に当たって回避すべき要件の候補としては、以下のように
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適用性を整理することができると思います。 

 火山・火成活動については、第四紀に活動した火山中心から15ｋｍの範囲を有望地から除外す

ることで適用可能ではないかと考えられます。 

 非火山性熱水及び深部流体については、先ほど申しましたように直接示唆するデータはござい

ませんが、このことについてはそういったことから回避すべき要件の候補になりにくいと、とり

あえず判断させていただいております。そのため、先ほど申しました手順に従って、この件に関

しては好ましい要件の候補として検討するということにいたしました。 

 断層活動、隆起・侵食については、そこに書いてありますような全国レベルのデータを使って

適用することが可能であろうと考えております。 

 人間侵入に関しましては、全国規模の文献だけでは必ずしもその経済的な価値というのが判断

できません。したがって、回避すべき要件にはなりにくいと判断しておりまして、これについて

も好ましい要件の候補として検討するということにいたしました。 

 隆起・侵食についても、ちょっと説明が前後して申しわけありませんけれども、これについて

も全国規模の文献では過去10万年の最大隆起量が「90ｍ以上」ということになっておりまして、

沿岸部の海面の最大低下量150ｍに伴う侵食量を考慮しても、最大侵食量300ｍに及ぶかどうかと

いうことをなかなか判断しづらいということになりますので、これも好ましい要件として取り上

げるということにいたしました。 

 この、以上３つの好ましい要件を11ページに並べて書いてあります。回避すべき要件の候補に

はなりにくいと判断しましたが、好ましい要件の候補として検討しました結果、例えば非火山性

熱水及び深部流体に関しましては、技術ワーキングの中間取りまとめで整理された4.1.1項に書

かれているような熱環境への影響、あるいは火山性熱水深部流体の移動流入に伴うｐＨ等の変化

といったようなものの影響をもとに考えることができるのではないかと考えられます。 

 それから、隆起・侵食につきましては、90ｍ以上のもので、特に沿岸部においては海面の最大

低下量150ｍという予測がありますので、こうしたものをすべて侵食量として勘案し、沿岸部の

侵食量90ｍ以上のものが海面の最大低下量150ｍさらに浸食されるものとして、とりあえず排除

するのが好ましいというような形で検討することが可能ではないかと思われます。 

 鉱物資源については、先ほどの全国規模の文献がありますが、これを参照することでとりあえ

ず適用可能と考えられますけれども、先ほどの価値の問題等がありますので、これを具体的にど

のように適用するかについては、ぜひご議論いただければと思います。 

 それから12ページですが、次に好ましい要件の候補としての適用可能性という手順で考えてお

ります。この検討は、ワーキンググループの中で文献調査段階以降で回避の対象となる範囲とさ



 12

れているものについて行っております。そういったものの中には火山・火成活動として、地温勾

配の話と、巨大カルデラの範囲がないこと、将来の活断層の範囲として断層の進展や分岐が発生

する可能性がある領域でないことといったようなことが、基本的に全国規模の文献・データとし

て適用できるものがあるかということで、これらを要件の候補として抽出することができるので

はないかというふうに整理しております。 

 13ページからは、中間取りまとめの中で地質環境特性にかかわる記述として、好ましい地質環

境特性というものが整理されておりますので、この中で具体的に科学的有望地選定に当たって要

件の候補としてなり得るものを検討した結果です。13ページに中間取りまとめで地層処分にとっ

て好ましい地質環境特性が、熱、力学、水理、化学といった観点でこの表のように整理されてお

ります。 

 この中から、14ページにいっていただきますと、具体的に指標、要件が提示でき、かつ全国規

模の分布等の情報が整理されているということで判断いたしますと、熱環境に関して高温異常域

でないこと、化学環境に関しては低ｐＨあるいは高ｐＨでないこと、それから炭酸化学種濃度が

0.5ｍｏｌ／ｄｍ３以上でないことというふうに整理されます。 

 こうしたものについて、具体的に14ページに載せました候補に対して全国規模の文献を具体的

に述べますと、ここにありますような熱環境に対しては日本列島と地質環境の長期安定性、付図

４というもの、あるいは化学環境に関しては深地層のデータベース、地下水データベース、全国

地熱ポテンシャルマップといったようなものが適用できると考えられるということです。 

 以上のことから、好ましい要件の候補として、具体的には16ページのような形で要件の候補を

抽出することができるのではないかと整理しております。 

 熱環境については、先ほど申しました日本列島の地温勾配コンター図と活火山の分布の中の等

値線。それから化学場に関しては、低ｐＨあるいは高ｐＨではないということに関しては、例え

ば低ｐＨのほうは深地層地下水データベースの中に示されているｐＨ4.8未満を示しているよう

なもの、それから高ｐＨについては11程度、これはオーバーパックの耐食性等にかかわるｐＨで

すけれども、そういったものを除くのが好ましいというふうに要件を設定できるのではないかと

考えられます。 

 炭酸化学種濃度についても同様に、深地層の地下水データベース等に示された0.5ｍｏｌ／ｄ

ｍ３以上の場所を除くことが適用可能と考えられるというような形で、候補を抽出することがで

きると考えられます。 

 次に、地下空間領域について、17ページに簡単に整理しております。これは非常に標準的な、

地下に１層のパネルを設定しまして、約４万本の廃棄体を１体ずつ間隔をあけて定置する。さら
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に地層処分する低レベル廃棄物を定置するという考えに基づきまして、それぞれに必要な広がり、

平面的な広がりを求めて足し合わせますと、約10ｋｍ２程度になります。実際は地下施設のレイ

アウトはいろいろ工夫できますので１層にする必要も必ずしいもないということですけれども、

科学的有望地選定に当たっての好ましい要件の候補としては、地下300ｍ以深に10ｋｍ２程度の

平面的広がりを持つ空間領域が確保できることというふうに整理できるのではないかと考えます。 

 以上が、埋設後の長期安全性確保のための回避すべき要件と好ましい要件の候補についてです。 

 18ページ以降は、建設・操業時の安全性確保のための要件の候補ということで、地下施設建設

時、地上施設操業時、地上敷地面積、輸送の順番にご説明申し上げたいと思います。 

 まず19ページに地下施設建設時の安全性で、安全性の基本的考え方は、地下施設の建設から閉

鎖までの期間中は作業従事者の安全が確保されるように、地下空洞の特に力学的安定性を確保す

る必要があります。 

 その他、地質環境特性の調査結果等を踏まえ、また、段階的に進められるサイト調査で得られ

る情報に応じて設計を詳細化して安全を確保するという手順がとられますが、こうした中では最

初に申しましたように地下施設建設時の安全性の観点で、第四紀の未固結堆積層を回避するとい

うことが最終処分法によって要件として示されております。 

 ということで、回避すべき要件としては、地層処分を行おうとする地層が第四紀の未固結堆積

層である場所というものを外すということにできるのではないかと考えられます。 

 20ページにいきまして、次に好ましい要件の候補ですけれども、こちらは中間取りまとめが出

されるまでに技術ワーキングで審議していただくために、ＮＵＭＯのほうで、第３回の会合でし

たけれども、ＮＵＭＯのほうで説明した地下建設時について好ましいと思われる環境特性が上げ

られております。 

 こうしたものをベースに具体的かつ全国規模の分布等の情報が整備されているということを念

頭に、科学的有望地選定に当たっての好ましい要件の候補というものを抽出いたしますと、熱環

境に対して高温異常域でないということが抽出できるのではないかと思われます。 

 21ページにいきまして、19ページに回避すべき要件、20ページに好ましい要件を書きましたが、

それらについて全国規模の文献・データがあるかどうかということがこのページに書かれており

ます。 

 回避すべき要件の第四紀の未固結堆積層である場所ということについてですが、これを直接示

すものはありません。それから、好ましい要件の候補としては、地温勾配が10℃／100ｍを超え

る高温異常域でないということで、これは先ほど来出ております「日本列島と地質環境の長期安

定性」地質リーフレットの、地温勾配コンター図を活用できるというふうに考えられます。 
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 22ページにいっていただきまして、地下建設時の安全性についてです。この場合の要件の候補

について検討いたしました。全国規模のデータがあるかないかという同じ判断基準でもって、有

望地選定に当たっての回避すべき要件、好ましい要件の候補として適用性を整理いたしますと、

回避すべき要件の候補としては、第四紀の未固結堆積層であることに関しては全国規模の情報が

存在しないと、先ほど申し上げたとおりですが、このため、好ましい要件としてこれを考えよう

ということになります。ということで２つ、回避すべき要件の候補として抽出しました第四紀の

未固結堆積層と、それから地温勾配が10℃／100ｍを超える高温異常域がないということを、両

方とも好ましい要件の候補として抽出するということを、ここでの一つの考え方としてお示しし

たいと思います。 

 それから、23ページ以降は地上施設操業時の安全性です。23ページには港湾でのガラス固化体

の陸揚げから、ガラス固化体受け入れ・検査等々を経まして、最終的に処分坑道の埋め戻しまで、

７つのステップが書いてありますが、こうした形で操業全体が流れていきます。 

 24ページには、地上施設操業時の安全性の観点を検討しておりますが、廃棄体の受入・検査・

封入施設が地上施設の中で唯一ガラス固化体等の放射性廃棄物を直接取り扱う工程を含む施設で

あります。このため、操業中の安全性を確保するために、遮へいあるいは閉じ込めの観点から適

切な措置を講じる必要があるということになります。 

 こうした措置については、例えば遮蔽については建屋の外壁等でありますとか、放射性物質の

閉じ込めについてはガラス固化体の閉じ込め機能、あるいはステンレス製の容器といったような

ものを考慮して適切にこれを組み上げる必要があるということになります。 

 以上のことから、放射線の遮蔽や放射性物質の閉じ込め機能を担保する構築物・系統・機器に

ついては、これは個別地点の調査、主に概要調査を踏まえて、地震・津波やそれ以外の外部から

の衝撃により生ずる負荷に十分に耐えられるように設計する、その上で妥当性を安全評価で確認

するという形にするのが合理的ではないかと考えられます。 

 こうした考え方に基づきまして、25ページに既存の原子力施設の安全基準を抽出した上で、具

体的にどういうふうにこの地上施設の操業安全性に関する要件を抽出するかという検討を行って

おります。 

 まず、地層処分を対象とした安全基準は現在制定されておりません。一方、廃棄体の受け入れ

検査、封入施設については、既存の廃棄物管理施設のうち、ガラス固化体の受け入れ検査を行う

ガラス固化体受け入れ建屋と類似の機能を有しておりますので、これを参考にすることができま

す。そこで、科学的有望地選定のための要件の候補を抽出する議論に資するために、施設の供用

期間中を対象といたしまして、原子力規制委員会の廃棄物管理施設にかかわる規則等に規定され
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ている「施設を支持する地盤」、「地震」、「津波」、「それら以外の外部からの衝撃」による

損傷防止といったようなことを、次のような観点で規則等の内容を確認しております。 

 設計対応が困難になる可能性がある事象があるかどうか。それから、設計対応の可能性を検討

する上で、必要となる情報が得られる調査段階に今現在あるかどうかといったようなことを検討

の視点といたしております。 

 そういった検討を経まして要件の候補を抽出する作業を行いましたが、26ページに書いており

ますように、一部を除きまして外部の自然事象、人為事象に対して基本的には設計で対応可能な

のではないかというふうに考えております。 

 配置も含め設計による対応が困難となる可能性がある事象としては、施設を支持する地盤につ

いて耐震重要度に応じた地震力に対する支持性能が確保できないといったこと、あるいは地殻変

動によって生じる支持地盤傾斜及びたわみがあるといったようなこと、あるいは将来活動する可

能性のある断層等の露頭といったようなものがあるかないかといったようなこと。それから、地

震・津波以外の外部事象としまして、新しい火口の開口等の火山に係る一部の事象といったよう

なものが、設計対応が困難となる事象として抽出されました。 

 ただ、これらの事象につきましては、実際に影響があるかどうかというのを原子力規制委員会

が定めた各種審査ガイドに基づき、現地調査による詳細な情報をもとに個別具体的に判断するも

のだと思われます。 

 したがいまして、今の検討であります科学的有望地の選定という観点から言いますと、全国規

模の文献・データによる一律の判断には適さないということで、回避すべき要件の候補にはなり

にくいと考えております。 

 上記の事象のうち、全国規模の文献・データが存在するものといたしましては、「将来活動す

る可能性のある断層等の露頭」と「新しい火口の開口」について、特に「最近の地質時代に活動

した既知の断層のある場所について、断層長さの100分の１程度の範囲」を準用、それから「最

近の地質時代に活動した火山がある場所から15ｋｍ程度の範囲」を準用するという、これは地下

の閉鎖後の長期安全性を確保する上でとり得る回避の要件ですけれども、こうしたものを考えれ

ばこれら２つの事象を包含するということになると考えられます。 

 それから、27ページに地上敷地面積の話を書かせていただいております。これは標準的なケー

スであり、想定いたしたものでありますけれども、地上施設で約２ｋｍ２程度の敷地面積が必要

であるというように考えられますので、地上施設用にこの程度の敷地面積を確保できることを好

ましい要件の候補として挙げることができるのではないかと考えます。 

 28ページですが、28ページは輸送の安全性ということで、まず輸送に関しまして回避すべき要
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件があるかどうかという検討がなされております。輸送に関しては、放射性物質安全輸送規則等

に基づく原子力規制委員会や国土交通省等の規制が十分に整備されておりまして、現時点で回避

すべき要件の候補というものはないと考えられます。 

 好ましい要件の候補は29ページにまとめてありますが、一度に大変重量の大きなものを大量に

積載して長距離輸送を可能とするといったような観点、それから環境負荷が少ないといったよう

な観点を考えますと、海上輸送というのが非常に優位性が高いと考えられます。それから、実際

にガラス固化体を海上輸送した実績、諸外国から返還固化体を輸送しておりますので、そういっ

た実績もあるということであります。 

 実際に廃棄物を処分施設まで搬送するには、この海上輸送と陸上輸送を一体化した仕組みが必

要でありますが、陸上輸送に関しては鉄道あるいは道路というものが考えられます。国内で多く

実績があるのは道路輸送ということになります。実際には１回に、輸送容器につめられたガラス

固化体を運ぶとなると車両も含めた重量が150トンを超えるような重量物が輸送されるわけです

ので、道路を通行できる車両の総重量として通常のものをはるかに超えております。したがって、

専用道路があると効果的だろうということが言えます。 

 最後にまとめてありますけれども、好ましい要件の候補として、長距離輸送の場合は海上輸送

が可能であるということが好ましい要件として挙げられるのではないか。それから、港湾から処

分場までの確実な陸上輸送を行うためには専用道路が設置可能であることが好ましいということ

がいえるのではないかと考えられます。また、国内の輸送実績等を踏まえて現実的な輸送距離を

設定できるといったことも好ましい要件として挙げることができるのではないかと思われます。

最後に、こうした輸送に伴って既存のインフラ施設に支障がないといったようなことも考慮すべ

き好ましい要件の候補として挙げることができるのではないかと考えております。 

 以上、長くなりまして申しわけありませんが、これまでの検討経緯についてご説明申し上げま

した。  

○杤山委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明について、ご質問やご発言のある方は、ネームプレートを立てて

お願いいたします。 

 順にネームプレートを立てて、ご意見をいただければと思います。 

 それでは、まず德永委員。 

○德永委員 

 ありがとうございます。幾つか気になったことがあるんですけれども、まず資料２の３ページ
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目の放射性廃棄物ワーキングで議論された意義・目的と定義というところですが、これの最初の

文章を見ると、安全性確保の観点から相対的に適性の低い地域をあらかじめ調査対象から除外す

ることによって、安全を第一に処分地選定を進めることに資するというふうに書かれています。

その後、科学的有望地をどう、何に使うかというのがその下のところで、科学的妥当性はなぜこ

こかを説明する材料として提示をするという意味で、適性が科学的な観点から相対的に高いとこ

ろをするということなので、この両方を考えた場合に、除外するということだけでは、なぜここ

かということに対する答えはなかなか出せないということになるんじゃないかという気がいたし

ます。 

 そうすると、なぜここかということを説明する材料として議論するとすれば、どういうような

要件が地層処分をする場としてより適切なのかということの議論を一定程度やっておかないと答

えが出せないんじゃないかというふうに思いますので、このワーキングでそこをやるのかどうか

ということは、しっかり議論しておかないといけないのかなというふうに思います。 

 一方で、先ほど梅木さんからのご説明にもございましたように、好ましい要件、すなわち地質

環境に関するやや詳細な要件みたいなものになってくると、それは段階が進まないとわからない

ということも多いと思いますので、いつの段階で好ましいという議論ができるかというあたりを

あわせて議論しておくということが、今の段階で何ができるかということと、それから本来やら

ないといけないことをどう位置づけるかというあたりを整理していく上で大事じゃないかなとい

うふうに思いましたというのが１点でございます。 

 それから２点目は、この資料の５ページ目のところに「好ましい要件」というのがございます。

小林室長は、これは備えておくと好ましい条件だというふうにおっしゃったのかな、と伺ったの

ですが、一方で資料３での説明では、回避すべき要件を全国規模のデータで議論ができないもの

は、好ましい要件として議論するとしているんですが、そこで使っている「好ましい」という意

味と、最初のこの資料２の５ページで言っている「好ましい」というのは、やや意図が違うよう

な気がしていて。すなわち、回避することが望ましいけれども、今の段階で全国的なマップで評

価できないものというのは、やはり回避することが望ましいという意味での条件であって、小林

室長がおっしゃった好ましい要件というのは、その場が、その言葉のそのとおりの意味として、

こういう条件を持っておくと地層処分にとってより好ましいということを言っているのかなと思

うのですが、そこの理解がそろっていないと議論が混乱すると思うので、そこはどうお考えかと

いうことを教えていただきたいということが２点目でございます。 

 それから最後ですが、全国規模のデータを使うか、それとも細かいデータを使うかということ

は議論になり得るということをおっしゃっていましたが、これはちょっと私の意見を申し上げさ
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せていただきますけれども、例えば資料３の７ページを見ると、非火山性熱水及び深部流体のと

ころでは、非火山性熱水または深部流体が存在し、かつ熱環境または化学場に対する影響が明ら

かな場所というふうになっているので、これは仮に全国的なデータとして存在していなくても、

きちっと質が保証されたデータとしてそういうものが提示されているということは、それは明ら

かな場所ということになるので、全国規模のデータがあるなしにかかわらず評価をしていくとい

うことはでき得るのではないかなと思っているということでございます。 

 以上です。 

○杤山委員長 

 ありがとうございました。 

 一通り皆さんのご意見を聞いてから、お答えをさせていただきたいと思います。 

 次、谷委員、お願いします。 

○谷委員 

 資料の３の２ページ目で、考え方の手順をお示しいただいています。まず、回避すべき要件が

あるならば、これは検討しましょうと。その後、回避すべき要件として考慮することが難しい、

ないし、情報がないので適用することが難しい場合については、好ましい要件として検討しまし

ょうというフローになっていますね。 

 ということは、回避すべき要件に使われた条件というのは、好ましい要件として考慮するフロ

ーには入らないことになります。德永委員のご説明もかなり似た点がありますけれども、場合に

よっては回避すべき要件にも考慮したし、好ましい要件としても考慮してもいいような情報とい

うのはたくさんあるのではないかなと思います。 

 例えば火成活動なんかは、例えば15ｋｍより近いところは、これは回避したほうがよろしい。

しかし、20ｋｍより離れていれば、好ましいと言ってもいいかもしれない、というような考え方

もあるのではないかと考えます。○杤山委員長 

 それでは、渡部委員。 

○渡部委員 

 まず、やはり最初、議論の前提ではっきり共通理解したいという点、皆さんと同じでございま

して、こちらの資料２の３ページにございましたけれども、やはりこの科学的有望地という言葉

の定義が、それを選ぶための要件や基準として好ましいというのがこの後一貫して使われている

と思うんですね。そうしますと、何のために、何に対して好ましいのかということを、まずぶれ

ないでいただきたいと思います。 

 こちらの下の段の定義の段の下から２つ目の中黒のところに、最終処分法の文献調査に入るの
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に妥当であるという、そういう意味で好ましい。つまり、段階的調査に進むのに好ましいという

ことで、この紙は書かれているように私は思います。 

 一方、ＮＵＭＯさんの議論に入りますと、この段階である程度処分地としての適性が好ましい

というふうにも誤解を得るような、そこがはっきり書かれていないので、「好ましい」で始まっ

ているので、何に対して好ましいというのがちょっと明確でないのですが、あのまま話を伺いま

すと何かそこが若干拡大しているような気がいたしまして、私としては最終処分法の前段である

という前提は崩さないという前提だと思いましたので、その法規を超える判断を事前にして、そ

の後最終処分法によって調査したり評価する行為を、事業者さんの行為をここで縛るような、そ

れだけの裏づけというか、手続として成立するんでしょうかという不安もございまして、やはり

ここはこの３ページでご説明いただいているような親ワーキングでの、廃棄物ワーキングでの定

義である「段階的調査に入るのに好ましい地域」でまずは一貫していただいたほうが、その後の

議論というか質問がしやすいなと思いました。 

 それで、ではということで、そのお答えは別途いただくことになると思うんですが、先ほどの

ご説明で幾つかの要件とかあるいは事象とか、いろいろな言葉を用いていますが、ある候補地、

サイトの持っている特性の中で、いろいろなパラメータというか対象がございます。それらを組

み合わせて総合的に評価するというのが最終的に、ＮＵＭＯさんの紙にも５ページにもございま

すように、最終的には安全評価によってその安全性が設計も含めて確認されるということでござ

いまして、今、文献調査の前段で、あるいは文献調査の６で言っている排除というのは、基本的

には総合的な安全評価を対象にしているのではなくて、事前にキラー項目というかブラックリス

トを排除しましょうという、そういうことですね。ですから、その前段の今のこの現在の議論し

ている対象であるとすると、総合的な安全評価に踏み込むことは、もちろんデータもありません

し、それは不可能なわけですから、その後段に対して何らかその予見を与えるというか、誤解を

与えるような説明はしないほうがよろしいと思います。 

 それではと考えますと、幾つもの項目の中で、５月までの議論では、１個でもそれがあると存

在しないというキラーの項目を回避要件として議論したと思います。ですので、全体からキラー

を除くと好ましくなるのかという疑義というか、よくわからない点が一つございます。 

 もう一つは、それは一つあって、ほかが幾らよくてもだめな条件だったんですが、全国規模の

調査は評価ができないから、じゃあ、そうではないものを好ましい条件としましょうという論理

は全く理解できなくて、それだけでもホワイトリストに載るという保証は何もないわけですね。

だめなものを除いたものを総合的に評価して初めて、より好ましいという議論ができるわけです

ので、落第点はとっていないものを寄せ集めたときに、総合的にはＤでしたということもあり得
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るわけですから、そこは踏み込まないという前提にしましたね、今。 

 ですから、多分ＮＵＭＯさんがその排除要件をひっくり返してポジティブなというか、より積

極的に評価する要件になるというのは、私はちょっと受け入れがたいものがございまして、それ

はもう、ただの標準的な候補地になったに過ぎなくて、そこからさらにその中で、これはより将

来的に進んでいくと、もちろんその変動事象もないだろうし地下の地質特性もよいであろうと見

込めるものを、多分好ましい、この場合は調査に入るための好ましいではなくて、ここで言って

いるような処分候補地としての好ましさにつながると思います。 

 ですから、まず最初の議論で、文献調査に入ることが好ましい条件を議論するということをま

ずご確認いただくというか、それでよろしいんですかということで、もしそうであるとすると、

今このＮＵＭＯさんの議論では、そのキラー項目というかブラックリスト以外のものをより好ま

しいとするしかないということを今ご説明いただいたような気がしますので、それはもうやはり

段階的調査で順番に好ましさをやっていただくと。その中で、全体引く黒の部分の残りは、白か

ら灰色までの残された部分に対してどこがよりよいかということは、この最後の３番目の事業を

実施する上での条件ですね、地表施設の安全確保であるとか用地確保とか、あるいは輸送とか、

そういうところでやっていただく、説明していただく。それ以上、その地球科学的なサイエンス

でのその抽出というのはなかなか難しいのではないのかなと、ちょっと思いました。 

 あともう一つ、初めて出てきましたその用地選定のところで、より好ましいんだよということ

で整理するとおっしゃっておられた……「施設に関しては、既存の法規で回避すべき要件は設定

されていないが」という29ページですね。ここで本来我々がブラックリストに入れるべきだった

かもしれないものとしては、こういう法規上とかあるいは安全確保上、日本アルプスの中まで運

んでいくということはあり得ないということがもう改めてわかっているのであれば、それは今回

排除要件のほうに、地政学的というか地形学的というか、そういう項目は当然入れるという議論

は今回できるかと思います。 

 以上です。 

○杤山委員長 

 それでは、丸井委員。 

○丸井委員 

 ありがとうございます。 

 私も「好ましい」というところについて、幾つかご質問したかったんですが、他の委員もいろ

いろおっしゃっていますので、そこは重複することになるところも多いので省略いたしますが、

ただ、好ましい条件を決める際に、技術的に可能かどうかというところもぜひお考えいただきた
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いと思っております。ちょっと渡部委員の話と重複するところがありますが、そのブラックリス

トを外したところが技術的可能領域になるかどうかというところでご判断いただければありがた

いなというふうに思っています。 

 それからもう一つ、私が今回の資料を拝見して思ったことなのですが、国としての申し入れを

行うに当たりマッピングをするというところで、大変踏み込んでいらっしゃるなと思ったんです

ね。そのための要件の数値なんていうのを、例えば、火山から15ｋｍとかってあったんですが、

その中で一つ、活断層の長さの100分の１を除外しましょうという文章が書いてありました。そ

こについてなのですが、断層といっても途中でちょん切れていたりとか雁行していたりとか、な

かなか長さを決めるのが微妙だったり、それから北側と南側では切れていたり名前が違っていた

りするといろんなところで誤解を生むことがあると思いますので、ある一定の、例えば300ｍと

か500ｍとか、ある一定の数値と、それから断層の長さを比較して、どちらか大きいほうという

のをとるようなこともご検討いただけないかなと。その数値に関しましては、例えば日本のメジ

ャーな活断層百選などから平均値をとるなどして、ある一定の数値なんていう基準を設けること

が、もしかしたらマッピングをするときに地域の皆様にはわかりやすいのかなと思って、ご検討

いただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○杤山委員長 

 それでは、小峯委員。 

○小峯委員 

 私は土木学会の推薦で、特にバリア材の設計とかそういうことの立場からこちらに前回から参

加をしているというふうに認識をしておりますが、それを踏まえると、以前からずっと議論して

いるその好ましい何とかという話があるわけですが、例えばこの資料の２の５ページ目が、その

放射性廃棄物ワーキングから提出された検討事項……私の申し上げたいのは、一つは質問で、一

つは確認をしたいということなんですが、今、質問をしています。 

 この５ページ目の中段あたりに、「好ましい要件・基準」の設定が可能か、要するに人工バリ

アとか天然バリアの、そのバリア性能を工学的に対応する設計をする場合に、こういうものが設

定できるかということだと認識したんですけれども、今日のお話はその地上施設の話が中心なの

でそこに至っていないんですけれども、要するに私が申し上げたいのは、この放射性廃棄物ワー

キングから提示された検討事項には、バリア性能の設計に関する事項というのは、この部分なん

ですかということが聞きたいことです。それが質問です。 

 それから、確認したいことは、今日ありましたように地上施設の話とかになっていくと、主に
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設計というよりも労働安全的な面が中心になってくるので、そういう話が中心だったような感じ

がするんですが、この期間において、いずれそういう地下施設のバリア性能の関する工学的対策

に踏み込んでいくのかどうか。踏み込むために、私はこの資料の２の５ページ目の真ん中にある

「好ましい要件・基準」の設定が可能かというのは、恐らくそういう設計をするためにこういう

ものをやるんじゃないかと思ったんですけれども、そういうものが要するに可能かと、設定して

いく、設計をするためにこういう値を明記、明確にしていくのかということを確認したいんです

ね、２番目が。おわかりいただけましたか。もう一回まとめましょうか。 

 １番目は、要するに私は、人工バリア材料の設計を意識しているわけであります。その意味に

おいて、排除だけしていたわけですよね、いろんなもの、ここはだめ。だけれど、先ほど谷先生

なんかもありましたけれど、でもこれぐらいだったら工学的な対策をとれるという話をしていく

ためには、その数値を具体化する必要が僕はあると思うんですが、この放射性廃棄物ワーキング

から提示された検討事項は、この２番目がそれに相当するのですかということを聞いています。

これが質問。 

 確認したいことは、そうだとすると、この期間にそういう数値を明確にするとか、そういうこ

とをしていくんですかということを確認したいということでございます。 

 以上です。 

○杤山委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、一通りいきたいと思いますので、宇都委員。 

○宇都委員 

 ありがとうございます。多くの私の思っていた疑問については、既に皆さんおっしゃっていた

ので、まだおっしゃっていない部分だけ限って言いたいと思います。 

 私は、この資料２の２ページと、それから７ページにあるような考え方というのについて、す

ごく違和感があったんですね。これまでの議論と少しジャンプしている部分があったのは、非常

に議論で注文がついた分で、例えば私がやっている火山で、今は火山がないけれど将来的に火山

が起こる可能性をどうやって排除していくか。それからプレート運動について、今の日本のテク

トニクスが将来的に変わらないのか、変わるのか。そういうことをちゃんと考えていかないと、

つまり、もっと広域的にきちっと理論的に、現段階の既存の論文では、わかっていないことでも

やっていかなければいけないだろうという議論があって、確かにこの中間取りまとめの42ページ

の第６章、まとめと今後の取り組みに当たってのところを見ると、ちょうど上から半分から３分

の１ぐらいに、「なお、本審議の結果、地層処分の技術的信頼性向上に向けた取り組みとして、
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以下に示す研究課題も明示され、今後の地層処分事業の取り組みと並行した技術開発の必要性も

あわせて示された。広域的現象の理解に関する研究課題、概要調査以降の調査評価手法に関する

研究課題」と、幾つか挙がっているわけですね。これが非常に重要で、候補地を絞り込んでいく

ときに、これらの課題を置いて先には進めないよということを皆さんで議論したような気がする

んですね。 

 ところが、今回の出していただいた資料には、この部分について一切の議論が書かれていない

ということに対する違和感が非常にあるんです。つまり、もっと広域的に理論的な議論をしてい

かないとこういう絞り込みはできませんよと言っておきながら、この２ページにあるように、ま

ずは文献として既に示されたデータの中から好ましい条件を絞り込んでいって、その調査をしな

がらデータを整えてフォーカスしていきます、というんですが、それをやるときに、まず何を調

べたらいいのか。それをきちっと理解しておかなければだめだという議論が今までなかったでし

ょうか。それをちゃんと議論していかなければ、この議論はほとんど成立しないのではないか。

だから、それはまだまだわからないので後へ置いておきますといって、今目の前に段階的に絞り

込みますと言われても、ちょっとそれは本当にそんなことができるのかなという疑問があります。

それについてはやっぱりちゃんとお答えいただかないと、この先へはなかなか進んでいけないの

ではないかと思います。 

○杤山委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、長田委員。 

○長田委員 

 私も大体言いたかった意見は皆さんが言ってくれているのでいいんですけれども、一つだけ。

一番最初に小林室長のほうからありましたように、最終的にこの科学的有望地というのをマッピ

ングして国民なり国に見せるときに、どういう表現にするのかというのが実はちょっとよく見え

ないところがございまして、今言われた、後で議論していけばいい話かもしれないんですけれど

も、例えば実際にこのマッピングをやってみようとすると、本当に１本線が引けるようなもので

は多分ないだろうなと、無理矢理、要は引いてしまうというのもあり得るかもしれないんですけ

れども、そうではなくてもう少しやっぱり、例えばこれまで考えてきたような条件を入れ込んで

あげるとこんなマッピングができますよ。もう少しよくわかっていないような部分も含めて書い

てあげるとこんなふうになりなますよ、何か２つくらい例えば図を提示して皆さんに考えていた

だくという方法もありなのかなというふうにちょっと私自身は考えていて、１つの図だけぽんと

出されてしまうとそれのイエス・ノーになってしまう可能性もあるんですけれども、そうではな
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くて、こんなふうに考えるとこんな形になるけれども、もう少し余裕を持ってというか範囲を広

めて、条件を緩めて書いてあげるとこうなりますよと。それでも抜けるような部分というのが実

は一番いいというか、好ましい部分に相当するのかなというようなことを皆さんに考えていただ

くような表現方法というのもちょっとありなのかなというふうに考えておりまして、多分最初の

段階でそういうことをちょっと言っておいたほうがいいかなと思って、発言させていただきまし

た。 

 以上です。 

○杤山委員長 

 それでは、蛯沢委員。 

○蛯沢委員 

 ３つの案についてちょっと教えていただきたいんですけれども、初めてですので、審議の境界

条件についてです。 

 まず１つは、資料２の４ページ目、ここに検討する上での留意事項という形で１、２、３と書

かれているんですけれども、この中のまず１番目、安全性の重視。このときに多分、地上施設を

やったときに、どこかセーフティーとセキュリティー、セキュリティーの観点が入っているかど

うか。安全以外にセキュリティー、具体的に言うとテロもこの境界条件に入っているかどうかと

いうのが１点です。 

 それから２点目は、３にある透明性という観点なんですけれども、この資料３の２ページ、３

ページ目に候補の抽出するフローを書かれていますけれども、このフローの中で全国規模のデー

タがあるかないか、いろいろあるんですけれども、例えばデータの不確実さがどういう観点で見

るのか。最終的にどのデータを使うにしても、不確実さの中で意思決定を何かの形にするときに、

このデータ自体の不確実さをどう取り扱うかということが、これまで決められているのか。多分、

不確実さの取り扱いもいろんな観点がありますけれども、現象論的なランダムな状況、現象論を

どう捉えるかというものと、それからデータがあるかないか、知識不足の不確実さというのは国

際的に取り扱い２つですけれども、そういう不確実さをどう取り扱ってこういう意思決定するか

という、そのプロセスが明確になっているか。多分そこを進めていくとリスク論の世界の中でど

う意思決定するかというところに当たると思うんですけれども、それがこのフロー図の中でどう、

それはもう余り不確実だから、えいやなんですよということなのか、やはりある意味で論理的に

それを推し進めていくということか。それが２点目です。 

 最後３点目が、この資料３の17ページ目で、先ほど地下空間領域の話をしたんですけれども、

そのときにキャスクを積むのに基本は１層で積みますけれども、場合によっては多段にすること
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は否定はしないというご発言ありましたけれども、そこを１段でやるか２段にやるかによってそ

の空間のキャパシティが大分違ってくると思うんですね。水平的な面、それから深さ。そういう

面では、１段組以外も考慮しますという、それのどのぐらいの範囲で、１段でいくというのであ

れば空間的にかなり決まりますし、多段にするということであればと、その境界条件がどのぐら

いの意味合いで先ほど話したかがわからなかったと。それが空間領域を決める非常に大きな技術

的要因になるだろうなと思って、その３つです。 

○杤山委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、一応立てていただいている方は発言いただいたと思いますが、残っている三枝委員、

お願いします。 

○三枝委員 

 それでは私の方から、輸送に関する記述がありますので、ちょっとコメントをさせていただき

たいと思います。具体的には資料３の28ページに、最後の文章として「廃棄物の輸送について、

安全性確保の観点から、回避すべき要件の候補はないと考えられる」ということが書かれており

ます。確かにこの通りだと思いますけれども、もう少し弱い要件として考慮すべき点としまして、

この科学的有望地選定に当たりまして、実際の今、輸送、使用済み燃料の輸送とかを考えますと、

現在、日本海側では12月から３月非常に天候が悪いということで、そういうので輸送は大変左右

されると、そういうことは考慮すべきことではないかというのが一つ。 

 それから７月か８月、海水浴のシーズンにおきましては、これは地元との協定になるんですけ

れども、海水浴場のそばにそういうところを輸送はできないということがあります。 

 それから、29ページに、やはり輸送のことに関連しまして好ましい要件の候補という資料がご

ざいますけれども、29ページの下から２つ目の文章で、「国内の既輸送実績等を踏まえて現実的

な輸送距離を設定できること」という定性的な表現がありますが、現実的に海上輸送した後、港、

港湾から施設までの間は大体10ｋｍ程度が現実的な輸送距離としてあるということを、この場で

コメントしておきます。 

 以上です。 

○杤山委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、吉田委員、ご発言いただいていないですけれども、よろしいですか。山崎委員もよ

ろしいですか。 

○山崎委員 
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 よろしいですか。私は、全体としてこれでいいのではないかと思っています。というのは、こ

れはまだ概要調査を始めるわけではないので、全国的なその中で、学校で言うと試験をして落第

生は決めたと、後の生徒をいいか悪いかを多少、点をつけるわけじゃないんだけれど、そういう

ことをしながらある程度線を引きましょうという議論ですよね。ですから、余り細かい議論をし

てしまうとちょっと入り口が遠くなっちゃうような気がしますので、ここではある程度、そこか

ら落第生を落とした後でのランクづけをするんだぐらいのイメージというのを私は持っています。 

○杤山委員長 

 それでは、吉田委員。 

○吉田委員 

 申しわけありません、手短に。私も、要はキラー項目は本当にこれだけしかないのかという、

キラーをキラーとして確信したいということと、あとは社会的要件といいますか、そういう立地

とかその辺が今回かなりクリアに出てきていますので、そういったものとの組み合わせで、それ

がキラーになるかどうかあれですが、そこが確認できればいいのではないかというのが認識です

ので、今、山崎先生の言われたような形で余り最初から踏み込み過ぎると、かえって自分で自分

の首を絞めてしまうみたいな、そういう議論にもなりかねないので、そこの確認がこの委員会で

さらにできればいいのではないかというふうに認識しています。 

○杤山委員長 

 ありがとうございました。 

 かなりいろいろ意見が出ましたが、主として、好ましい要件と、その排除要件の話があって、

少しその辺の整理が悪いんじゃないかという話とか、いろいろございましたが、まず、それでは

答えていただける部分で、梅木委員、お願いできますか。 

○梅木原子力発電環境整備機構理事 

 ありがとうございます。様々なコメントをいただきまして、お礼申し上げます。 

 杤山委員長がおっしゃったように、まず「好ましい」というのと「回避すべき要件」というの

が何に対してどういうふうに設定されているかというところは、明確にすべきだろうと思います。 

 それで、今、山崎委員がおっしゃったように、これは小林室長の説明もありましたが、文献調

査に入る前に、文献調査をやってよさそうな地域の中でよりよいものを探すというプロセスだろ

うと理解しております。そう考えますと、すみません、私の説明が悪くて申しわけありませんで

したが、２ページ目のところを見ていただきますと、「回避すべき要件」と「好ましい要件」と

いうのは、あくまでも科学的有望地選定のためにこういうことを考えてはいかがかという候補案

です。その場合、「回避すべき要件」というのは先ほど議論になっていますブラックリストにほ
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ぼイコールでして、これは科学的有望地であろうがなかろうが、あるいは文献調査に進むことを

考えるか考えないかにかかわらず、もうだめというものですので、科学的有望地を選定するに当

たって、まずこういった要件を適用した上でだめなところは排除しましょうと、こういうもので

す。 

 ところが、ここで言っている「好ましい要件」というのは、地層処分にとって好ましいという

のとやや言葉が同じなので誤解される可能性がありますが、もちろん地層処分として好ましい要

件でなければいけないのですが、その中でも特に科学的有望地を選定するという、その段階でこ

ういう要件を入れておけば、より好ましいものが選べるのではなかろうかと、そういうものです。

ですから、これを選んだからといって確かに地層処分の好ましい条件が満足されるかどうかとい

うと、それは文献調査をやって、その後概要調査、詳細な精密調査と調査を進めてみない限り、

明らかにならないわけです。 

 ですから、そういう意味で、「回避すべき要件」の中から「好ましい要件」として使えるもの

がひょっとするとあるかもしれない。そういう観点で、ここで言っている「好ましい要件」とい

うのを抽出したというのが、この提案といいますか、考えをご説明した背景です。 

 もう少し言葉を選べばよかったのかもしれませんが、文献調査に入るに当たっては、文献調査

すらできていないわけですから、全国レベルの均一なデータを適用するということ、これが前提

条件です。これは廃棄物ワーキングからのご議論でも示されているところですけれども、その全

国レベルの信頼できるデータを適用したときに回避できるかどうかをまず判断する。回避できな

いとすると、そのときの回避できるかどうかという判断に用いた要件について、回避条件として

ではなくて、うまく使えば、こうじゃないところであればより好ましいという基準には使えるか

もしれない。その辺はご議論していただければと思いますが、いずれにしろ、これで全て明確に

判定できるという代物ではなくて、あくまでも科学的有望地を選定するという観点で可能な限り

利用できるものは利用しておきましょうということ、それが文献調査に入る上での一つの好まし

い条件になるのではないかという考え方なのだろうと理解しております。そういうように「好ま

しい」というのを理解していただければと思います。 

 ２ページでもう一度、ちょっとくどいようですけれども説明させていただければ、中間取りま

とめでまとめられた中に「好ましい地質環境」というのが左側に示してあり、これは本当に地層

処分システムとしてどうなるとよろしいかという一つの条件といいますか、特性が書いてあるわ

けですが、科学的有望地を選定した後、文献調査を行って、さらに概要調査を行った後、確定す

ればよい特性であるというふうにご理解いただければと思います。 

 今の説明で、言葉足らずで申しわけありませんでしたが、「好ましい」と「回避すべき要件」
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というのは、ここで議論していただいているのは、あくまでも科学的有望地選定のための要件と

してはどんなものがありそうかと、そういうご議論だろうというふうに理解しております。 

 それから、個別具体的なご質問もいただいておりますが、どうしましょうか、覚えている限り

お答えしたいと思います。 

 まず、小峯委員のご質問ですけれども、先ほどの、好ましい要件・基準というのはそういう意

味で言うと、むしろ設計をするときに考慮しなければいけない特性について、科学的有望地を選

定するという観点で何か要件として使えるものがあるかどうかと、こういう観点だろうと思いま

す。 

 それから、長田委員等々からご意見があったかと思いますが、今の段階でどういうデータを使

うかということですが、これもご議論いただくことだと思うんですけれども、とりあえずは全国

を対象に有望地を選定するという観点から言えば、全国一律で揃っているデータで均等に議論す

るというのが公平性・透明性を確保する上で重要なのではないかというふうに考えれば、まずは

それを考えればいいのではないかというふうに思われます。 

 それから、蛯沢委員がご質問になりましたセキュリティーの問題ですけれども、今申し上げた

ようなことですので、セキュリティー等は、実際に調査を行うサイトが決まった後は当然重要な

項目になりますので、そういったことはサイトに応じて検討することになるんだろうと思います。 

 もう一つ、不確実性の話ですけれども、全国レベルの話でスクリーニングをとりあえずかける

ということで考えれば、そのレベルでそろっているデータに付随している不確実性は考慮しなけ

ればいけないと思いますけれども、実際に特定のサイトのベリーポイントのデータに対する不確

実性というのは現段階では議論できないと思いますので、そこは全国レベルで皆さんが納得でき

るデータであればそれを信頼して使うという、そういう考え方になるのではないかと思います。 

 従いまして、意思決定のポイントは、科学的有望地を選定するということが今の段階では求め

られているということで、そのためにどういう要件なりデータなりを使えばいいかということで

お考えいただければいいのではないかと思います。 

 一段、多段のパネルのお話がありました。これは蛯沢さんのご質問ですね。おっしゃるとおり

で、サイトの要件が決まりましたら、そこである種その設計の最適化を行いますので、もし面積

が狭くて岩層が厚いようなものがあれば多段にしたほうが合理的な設計要件になります。ここで

は例えば17ページのような１層のパネルを考えさせていただいたのは、これが一番、ちょっと言

葉が適切ではないかもしれませんが、技術的に無理がないといいますか、これぐらいの広がりが

あれば無理なく操業もできるしきちんと廃棄体を置けますということ。もしこういう広がりがな

いような状態ですと、多段を考えなければいけないといったようなことになりますので、設計対
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応をより窮屈にするという考えからすれば、これはあくまでも「好ましい」ですから、こうでな

ければ絶対にいけないということではありません。こうでなければいけないというのは、あくま

でも回避すべきところだけだというふうにお考えいただければと思います。 

 以上ですが、もし、まだほかにご質問があれば後でお答えしたいと思います。すみませんが、

全部聞き取れていない可能性もありますので。 

○杤山委員長 

 おおむね皆さん方の疑問に思われていた部分は、今ので少しご説明していただけたかと思いま

すが、小林さんのほうで補足的に何かございますか。 

○小林放射性廃棄物等対策室長 

 ありがとうございます。今、梅木理事のほうからのご説明で幾つかについては、概ねお答えで

きたところがあるのではないかと思いますけれども、私のほうからも追加で回答いたします。 

 まず、この有望地の提示がその後の文献調査以降との関係でどのようなものなのかということ

についてご質問もありましたので、改めてその点について言及しておきたいと思います。この有

望地の提示が文献調査以降の、特に安全性を初めとする適性を先取りして担保するものではない

ということでございます。概要調査以降もしくは文献調査以降で、法律上確認すべきとされてい

ることをこのご議論であらかじめ確認するのかといった趣旨のご質問があったと思いますけれど

も、そこはそういうわけではないと。つまり、こちらで有望地というふうに一つ整理ができたか

らといって、その後の段階が確実に通過するというようなものではないというふうにご理解いた

だければというふうに思います。 

 これは、文献調査そのものは法定プロセスとして進んでいくわけでございますけれども、今ま

でその緒にもついていないという現状を踏まえますと、日本全国広いですが、処分地、最終処分

の観点からすると、いろんなデータの制約もしくは考え方の幅というものがあるかもしれません

けれども、そうした留意事項、留保をつけた上で、どういう濃淡が、一つの材料、契機としてご

提示できるかということで、今回ご議論いただいているということでございます。そのデータ制

約であるとかデータの不確実性といったようなことも、そうした意味では留保つきのものとして

出てくるんだろうということでございますし、これはこちらでご議論ですけれども、もう一つそ

のゼロイチのようなマッピングになるのかということについても、場合によってはその、こうい

う点を加味すればこうだというような幅のある話になることもあってよろしいんだというふうに

思ってございます。 

 その点だけ、とりあえず申し上げておきたいです。 

○杤山委員長 
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 皆様方からご意見いただいた主なものは、やはり最初に決めたキラー項目と、その有望地と、

「好ましい」ということの関係で、何人かの委員の方からもご指摘いただいたように、これはあ

くまでも今その科学的有望地として文献調査段階の前にいろいろな話をしたいというところを選

ぶための作業をしていると。実際にここでできるかどうかという最終的なところに至るまでは何

段階もあって、その中でいろんなことをやっていかなければいけないということをご理解いただ

いて、その中でそういう科学的有望地として絞り込んだりしていくのにいい項目は何でしょうか

と。それをこういう公開の場でやっているということは、そういう絞り込みの基準なり、基本的

な目安なり、そういうものが誰にも納得のいくようなものであるということがすごく大事になっ

てくるということで、皆さんにご議論いただくという格好になっていくかと思います。 

 きょうは少しそちらのところでひっかかってしまいましたので、具体的なものについて、この

手順どおりは進まなかったんですけれども、改めてもう一度整理させていただいて、そういう格

好でこの議論を進めていきたいと思います。 

 皆様方には追加のご意見とか、そういうことございましたら、実際にご連絡いただければと思

いますので、次回はそれらを含めた上で整理した案でご議論いただきたいと思います。 

 きょうの小林室長のほうからございました格好の、これ資料の５ページの順でそれぞれ議論を

進めていきたいと思います。その中で実際に排除要件として、今全国的にデータがあるもので排

除要件というのをやったわけですけれども、そのほかに全国的なものはなくても、その排除要件

に当たるようなものがあるんじゃないかとか、そういう議論もございますし、さらにその排除要

件はもう少し見直したほうがいいのではないかということもございますので、それをもう一度き

ちんと議論し直して、そして、それから次の段階の好ましい要件の議論に入っていければと思い

ますので、そういう格好でよろしくお願いいたします。 

 何か、少し時間ございますのでもう一度、まだ言い足りないことございますようでしたら。 

 では、德永委員。 

○德永委員 

 先ほどのご説明で、何をするかということのイメージはつかめたと思います。特に、次の段階

に進むということに対して好ましいということを考えていくというのが、今我々がやることだと

いうのは、そういう目的でやれるということだと思いますし、先ほど谷委員がおっしゃったみた

いに、そういう観点から「好ましい」という考え方を、「回避すべき要件」をうまく使いながら

やっていくということも、理解をしました。 

 そのときに、よくわからないのは資料２の６ページのところで、今後の進め方ですが、そうい

う問題をやるときに、下から２番目にある「処分地選定のプロセスのどの段階で検討することが
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適当か」という議論をするということが、どういう位置づけになるのかというのが、今の僕なり

に理解の中で、よくわからなくなってしまっているんですが。僕がやや混乱しているのはこの部

分があるからだったのかなという気もするんですけれど、ここはどういうことを意識されていた

のかというのだけ教えていただけると、全体像がわかるかなという気がします。 

○小林放射性廃棄物等対策室長 

 今の点について答えさせていただきます。 

 こちらは特に廃棄物ワーキンググループでの議論を若干ご紹介したほうがよろしいんだと思っ

てございますけれども、今回のこの有望地の議論をした際に典型的に出ましたご意見として、多

段階の処分地選定だということだとしても、幾つかその考慮すべきものを先取りをして、もし後

段階で考えることが前の段階のプロセスで確認ができるようなことがあれば、もしくはそういう

ようなことが確率論としてもそういうようなことができるのであれば、そうしたようなことをな

るべく前の段階で確認をし、概要だとか精密だとかいった段階に進む前から、より日本の中で安

全性高く処分ができるというような地点を初期の段階で選定していくということができるのでは

ないかというようなご意見がございました。それに対しては、有望地の議論であるとか、もしく

は文献調査の段階では確認できないことが多くあるので、実際にはその選定が進んだ段階でない

と確たることが言えないというようなことがあるんだということとの関係で、議論が分かれたと

ころがございます。 

 そういう意味において、こちらの方でもう一度その地層処分の概念に照らして、それから多段

階プロセスの思想に照らして、どういうものをどの段階で見ていくことが最も適当なのかという

ようなことは、仮にこの有望地の議論では「回避すべき」もしくは「好ましい」というものに入

れないとした場合にでも、それは後々の段階ではしっかり見るんだというようなことをきちんと

整理をしていくということが、この処分地選定全体像に対する一種の理解であるとか信頼感とい

うものにつながっていくんだろうということが、一つの背景でございます。 

 そういう意味では、有望地の段階で勘案する、勘案しないのイエス・ノーだけではなくて、仮

に勘案しないのだとすればどの段階でそういうことが明らかになってくるのかということ。それ

ぞれのご専門の分野ではもしかしますと所与の、もしくは当然視しているところがあるのかもし

れませんけれども、最終的には国民のご理解も得られるというような目的からしますと、そうし

たその後工程の後段階の部分も整理をいただけるとありがたいと、そういうことで書いたもので

ございます。 

○杤山委員長 

 それでは、小峯委員。 
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○小峯委員 

 また確認をしたいんですが。まず、文献調査段階であるということと、科学的有望地を選定す

るということで、理解はしたんですが、ずっとこのあれで言っていますけれど、工学的対策をと

れば好ましくなる可能性を持つ具体的な数値というのは示さないのかどうかということですね。

ただ、今回よく見てみると、操業の段階で例えば地温は65℃以下であるというふうに書いてある

んですけれど、これは操業なんですけれど、バリア性能というのが基本的には一番重要だと思う

ので、地下施設とかのそういう数値も出していくのかどうかというのを、ちょっと確認したいん

ですけれど。 

○梅木原子力発電環境整備機構理事 

 これは私の個人的考えも入っているんですが、バリア性能は多分トータルなシステムで議論し

なければいけないものだと思いますので、今ここで、例えばどのバリアがどれぐらいの性能を持

たなければいけないというふうに数値を明確に定めることは多分できないと思います。 

 ですから、そういった観点からも、その「好ましい」的な言い回しで、地質環境を眺めたとき

に、より人工バリアに好ましい影響を与えるようなものとして、ひょっとして何かスクリーニン

グをかけられる要件があるのではないかという観点だろうと思います。 

○小峯委員 

 最後に意見ですが、先ほど山崎先生のほうからありましたけれど、これ操業の好ましい特性が、

その一番重要なバリアの性能を、バリアの設計を制約するようにむしろなってしまうと、要する

に、むしろこっちが厳しくなってしまうとまずいというか、選択肢がなくなってしまう可能性も

あるので、先ほどの山崎委員のあったことはちょっと念頭に置きながら、これ操業についてはこ

うだけれど、これは別な方法で回避できる可能性もありますよね。なので、それは考えながらや

ったほうがいいかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○杤山委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは最後になりますが、渡部委員。 

○渡部委員 

 先ほどの共有したかった点については、ご説明いただきまして、理解できました。 

 それで２点ほど意見になりますが、資料２の３ページにございます廃棄物ワーキングでの定義

の最後の部分のところで、サイトとしての適性を科学的な観点から相対的に高いとする作業を今

求められていると。その前段で、全国一律の公開されているデータでそれをやるんだという、そ
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の２つの条件が与えられていて、それに沿ったらできないけれど、その条件を変えればできるね

という議論もできるかと思うんですね。 

 そこで２つと申しましたのは、まず１つは、先ほどＮＵＭＯさんの資料で全国規模のデータベ

ースがないのでキラー項目だったものはキラーとして扱わない、むしろキラーじゃない地域のほ

うを盛り立てていこうのような、そう受け取られるかのご説明があって、それは非常に危険な言

い方なので絶対やめていただきたいということです。つまり、不適格地を隠すような作業になら

ないようにする必要があると思いますので、必ずしも全国一律でなくてもより適性の高いところ、

あるいはキラーのところというのは漏れなく出すべきだと思います。 

 ２つ目は、この相対的に高いという作業ですが、先ほど幾つかの項目を総合的に評価する中の

一つ一つを落第じゃないからといったって何にもならないよと申し上げて、その回答はないよう

に思うんですが、いっそのこと、ここで示す場合に、もうそのまま、ありのままを書いて、ある

地域は、あるいはこのマップは、キラー項目がなくて、サムパラメータについてはよりよいと。

これとこれについてはよりよい、これとこれについてはわからん。そういう表現の仕方をすると、

まさにそのとおりでございまして、文献調査以降で何を確認すればそれが本当の有望地になるか

というのがわかるし、よりネガティブな条件は少ないという表現にもなるので、そういう方向で

議論していただければいいかなと思いました。 

 以上です。 

○杤山委員長 

 ありがとうございました。これから進めていくときのために考えさせていただければと思いま

す。 

 あと５分ぐらいございますが、まだどうしてもご意見ございますようでしたら伺いますが、よ

ろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、もう少しその、今のどうしても、先ほどの德永委員からのご質問もありましたけれ

ども、一般には何もかも今決めてしまうんだという誤解が常に発してしまって、いろんな不確実

な中でそういう話をしてしまうと非常に混乱してしまうと。あくまでもこれ、段階的に進めてい

くときの文献調査に入る前のいろんな議論をさせていただきたいところを選ぶのに、どういう場

所がいいでしょうというのを科学的な観点から少し考えてみたいということでございますので、

そこでそのもう少し整理してですね。 

 それから、先ほど渡部委員からご指摘ございましたように、少し全国的なデータがあるものだ

けでやって、ここのところは悪いとわかっているのにそれがパスしてしまうような変なことにな

らないようにもう少し整理して、そこのところの議論を進めさせていただければと思います。 
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 きょうはいろいろご意見いただきましたので、このご意見を入れてもう一度整理し直して、次

回に向けてそのいろいろなまとめをしながら進めていければと思います。 

 本日はこれで一応、議論をいただきました。そのほかにもさまざまなご意見ございましたら、

事務局のほうにご連絡いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。次回以

降もどうぞよろしくお願いいたします。きょうはありがとうございました。 

 ごめんなさい、室長のほうから、次回の話をさせていただきます。 

○小林放射性廃棄物等対策室長 

 一言だけでございますけれども、本日はありがとうございました。今日必ずしも全てのご質問

にお答えできていないところがあったかもしれません。数多くいただきましたので、次回までの

間に改めてお伺い、もしくはご回答し、次回以降の進め方についてご議論させていただきたいと

いうふうに思います。 

 次回のワーキングの日程につきましては、別途、事務的にご連絡をさせていただきたいと思い

ます。お忙しい中恐縮でございますけれども、ご協力を賜れればと思います。ありがとうござい

ます。 

○杤山委員長 

 それでは、本日はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 


